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平 成 １ ８ 年 ９ 月 ７ 日  

内閣府食品安全委員会事務局  

 

 

 

「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」についての

御意見・情報の募集について 

 

 

標記の件について、別紙のとおり、平成１８年９月７日から平成１８年１０月６日まで

の間、御意見・情報の募集を行いますのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

【本件連絡先】 

  内閣府食品安全委員会事務局 

  勧告広報課 齊藤、藤井 

  電話：03-5251-9283 又は 9209 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この「プレスリリース版」には、業務の効率化などの観点から、「食の安全に関する

リスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」は添付されていません。食品安全委

員会のホームページ掲載の「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向け

て（案）」をご覧ください。 

 

 

 

 

食品安全委員会ホームページ http://www.fsc.go.jp/  から、「意見募集等」コーナーへ。 

http://www.fsc.go.jp/


 

（別紙） 

 

「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」についての御意

見・情報の募集について 

平成１８年９月７日 

                   内閣府食品安全委員会事務局勧告広報課 

 

 

平成１８年８月４日に開催された食品安全委員会リスクコミュニケーション専門調査会

（第２７回）において、「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて

（案）」がとりまとめられ、本日開催された食品安全委員会第１５８回会合において、当

該案については、広く国民の皆様から御意見・情報を募った上で、食品安全委員会に報告

することとなりました。つきましては、別添の「食の安全に関するリスクコミュニケーシ

ョンの改善に向けて（案）」について、以下の要領で御意見・情報を募集いたします。

（電話による御意見等の受付はしておりません。） 

なお、お寄せいただいた御意見・情報に対して個別の回答は致しかねますこと、また、

お寄せいただいた御意見・情報については公開させていただくことがありますので、その

旨御了承願います。 

 

意見・情報の提出方法 

電子メール、ファックス又は郵送いずれかの方法で下記の事項を記入の上、提出してく

ださい。 

 

【記入事項】 

①「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」につい

ての御意見・情報の募集 

②氏名（法人の場合は会社名／部署名等）    ③職業     ④住所 

⑤電話番号    ⑥御意見・情報 

 

【宛先】 内閣府食品安全委員会事務局勧告広報課内 

      「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」 

意見募集担当宛 

   ○電子メールの場合： 

    http://www.iijnet.or.jp/cao/shokuhin/opinion-mn.html  

○ファックスの場合：０３－３５９１－２２３７ 

○郵送の場合：〒１００－８９８９ 東京都千代田区永田町２－１３－１０     

プルデンシャルタワー６階 

  

  なお、電子メール、ファックスでお送りいただく場合には、表題を『「食の安全に

関するリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」についての御意見・情報の

募集』としていただきますよう、また、郵送の場合は、封筒表面に同じく朱書きいた

だきますようお願いします。 

 

 

http://www.iijnet.or.jp/cao/shokuhin/opinion-mn.html


【締切り】  平成１８年１０月６日（金）１７：００ 必着 

 

【提出上の注意】 

○提出いただく御意見・情報は、日本語に限らせていただきます。 

○個人は、氏名・職業・住所・電話番号を、法人は法人名・所在地・電話番号を記

載して下さい。なお、これらは、必要に応じ当方からお問い合わせをさせていた

だく場合や意見・情報がどのような立場からのものかを確認するためにお尋ねし

ております。 

○電子メールにより提出いただく場合で、その内容を別ファイルとして添付される

場合は、内容を読み出せない場合がございますので、必ずテキスト形式のファイ

ルとして添付して下さい。 


